
🔑 学生証と登録情報の確認・変更ガイド 

1. 💳 学生証の利用と取り扱いルール 

学生証はあなたが本学の学生であることを証明する最も重要なものです。常に携帯し、以下のルール

を守ってください。 

項目 ルールと注意点 

携帯の義務 常に携帯してください。学生証がないと、証明書等の交付を受けられません。ま

た、試験も受けられないので注意が必要です。 

有効期間 入学時から卒業時まで有効です。 

禁止事項 他人に貸与、譲渡できません。 

返却義務 本学を退学、除籍となった場合は、速やかに学生部に返却してください。 

再発行手続き 紛失、破損したときは、直ちに学生部にて再発行の手続きをしてください。 

記載内容の変更 転学部、転学科、氏名変更等記載内容の変更の場合、速やかに再発行の手続き

を行ってください。 

学籍番号 学生証の番号は学籍番号であり、本学に籍があることを証明する個人の番号で

す。卒業まで変わらない（転学部、転学科、専攻の場合を除く）ので、記憶し常に

氏名と一緒に使うよう心がけてください。 

 

2. 📝 学生登録情報確認票・変更届の提出 

🔔 定期的な確認・提出 🔔 

 学生登録情報確認票は、毎年4月上旬に担当教員または学生部に提出することになっていま

す。 

🔔 変更があった場合の手続き 🔔 

 調査項目（学生現住所・電話番号・親権者・保証人など）に変更のあった場合は、直ちに学生部

に変更届を届け出てください。 

 

 


